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平成 23 年 2 月 4 日 

山本 健治 

<MJS 租税判例研究会> 

 

 

相続における寄与分の意義と相続開始後の相続財産価額下落の斟酌の可否 

 

 

 平成 23 年税制大綱が公表され、このまま法案が成立すれば基礎控除額の引き下げ等によ

り相続税の大幅な増税が予想される。一方、かねてから取りざたされていた法定相続分課

税方式から遺産取得課税方式への移行や、その他現行相続税制において指摘されている諸

問題については未解決のままである。 

 ここでは東京地方裁判所平成 14年 1月 22 日判決における争点を中心に議論をすすめる。

寄与分については、民法 904 条の 2 に定めはあるが税法上の規定はない。民法の文言を読

む限りでは、これを寄与者固有の財産とする解釈も成り立つように思われるし、実際その

ような学説も存在するようである。現実の相続においては、被相続人の財産であるとして

もその財産形成に相続人が大きな役割を果たしている場合など、当事者の心情として相続

人固有の財産ではなく相続財産として相続税が課税されるのは納得がいかない、というこ

とも多々起こりうる。相続開始後の相続財産の価額下落を斟酌すべきかについては、現行

税制ではこれを斟酌する規定はないが、実際には相続後の土地や株式の急激な価格下落に

より相続した財産は無価値となっているのに相続税債務だけが残り、相続以前から所有し

ていた相続人固有の財産を処分して相続税を支払わなければならなくなるなど、財産権の

侵害となりうる事態も生じている。 

 税務実務の観点からみれば、本件事例における判決は至極当然のようにも思われるが、

寄与分制度、相続財産の評価時点の現行税制下における取扱いについては批判も多い。 

納税者権利憲章が制定されることもあり、ここでは立法論や外国税制なども含めて現行相

続税制の問題点を改めて検証する機会としたい。 
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東京地方裁判所平成 14 年 1 月 22 日判決 相続税更正処分取消請求事件 

 

 

 

 

 

 

 

事　例　の　概　要

平成11年8月4日

弁償請求の訴え提訴（東京地裁）。

平成4年7月頃 Bによる自身の死後認知請求の訴え提訴。

平成8年2月7日 Bの相続人甲、丙、丁、戊を被告とした相続分価額

原告甲は被告に対し異議申立て

1億2984万0400円→（507万円減額）→1億2477万0400円

　を支払う（実際に支払ったのは丙のみ）

①B及び本件相続人（甲、丙、丁、戊）らのうち戊及び丁は、

甲が被相続人の遺産につき25%の寄与分を有することを確認する

②本件相続人（甲、丙、丁、戊）らはBに対し連帯して2500万円

増加（B）に係る部分のみを認めた。

平成11年6月10日 被告（渋谷税務署長）は原告の更正請求のうち法定相続人の

平成3年11月21日 被相続人乙死亡。

平成4年4月20日 遺産分割協議成立。

平成4年5月21日 相続税申告（相続人甲、丙、丁、戊）。

平成4年12月18日 相続税修正申告書提出（相続人甲、丙、丁、戊）。

平成8年5月9日 Bが被相続人乙の子であることを認知する旨の判決確定。

平成10年10月19日 上記相続分価額請求事件について以下の裁判上の和解成立。

平成11年2月18日 原告甲による相続税額を0円とする旨の更正の請求提出。

（甲の寄与分相当額［相続財産中の原告甲の固有財産］＞

原告甲が裁判上の和解により取得することとなった財産の額）

平成11年11月1日 被告による上記異議申立て棄却

平成11年11月30日 原告甲は被告に対し異議申立て国税不服審判所長に審査請求。

平成13年3月8日 国税不服審判所長による審査請求棄却決定。
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本件における争点は以下の３つ。 

<争点１>寄与分は相続財産に含まれるか 

<争点２>相続開始後の相続財産価額の著しい下落を考慮すべきか 

<争点３>災害被害者に対する租税の減免措置に関する規定の類推適用の可否 

 

【原告（甲）の主張の概要】 

<争点１> 

寄与分を相続財産として相続税算定の基礎とすることは誤りである。 

本件における株式評価額は、相続開始の約 8 年前から原告甲が実質的経営者として尽力

してきた結果であり、甲の寄与分については甲の固有財産とすべきである。 

寄与分については税法に定めはなく、租税法律主義の見地から民法等の規定に従い解釈

されるべきであるが、寄与分について定めた民法 904 条の 2 の趣旨は、寄与者の特別な

寄与に係る財産権を相続財産から分離し、本来の財産権利者である寄与者に取得させる

ことにある。 

相続税法 19 条の 2 で認められている配偶者の税額軽減措置は、こうした民法の理念を

税法に反映させ、婚姻家族における潜在的夫婦共同財産（寄与分）を考慮し、これを実

質的に相続財産から除外するものである。寄与分についての具体的立証なしに一律に寄

与があったとみなして相続財産から除外するものであるから、離婚の財産分与と同じ考

え方が採用されている。財産分与による財産の無償譲渡には相続税・贈与税が課される

ことはないから（相基通 9-8）、生存配偶者以外の相続人の寄与についてもこれを相続財

産から除外し非課税とするのは当然のことである。 

<争点２> 

相続開始後の相続財産価額の著しい下落を考慮すべきである。 

遺産分割により甲が取得した株式の評価額が、相続開始時から裁判上の和解成立時まで

の間に著しく下落したため、株式評価額は甲が実際に相続財産を承継し得た時期の時価

に再計算すべきである。現実の財産承継は、非嫡出子 B との裁判上の和解後はじめて可

能となったのに、相続開始時点以降の株式、土地等の相続財産価額の著しい下落は考慮

されず、あくまで相続開始時を基準とした評価による課税は相続人に担税力以上の負担

を強いることになり、租税の公平負担の原則に反する。 

被告の引用する最高裁判例は上場株式の例であり、自由な処分が困難な本件非上場株式
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の例とは異なる。 

<争点３> 

本件には災害減免法 4 条の類推適用を認め甲の相続税を免除すべきである。 

  原告甲には株価下落による被害を回避する手段はなかった。 

 

【被告（渋谷税務署長）の主張の概要】 

<争点１> 

原告甲は寄与分を相続財産から除外して更正の請求をしているが、寄与分は相続によっ

て取得した財産そのものである。民法 904 条の 2 に規定する寄与分は、遺産の分割に際

して各共同相続人の具体的相続分を算定する場合に、それぞれの指定又は法定相続分を

修正して衡平を図る要素として考慮されるものであり、寄与者固有の財産とみることは

できない。本件において寄与分が確認されたことは、国税通則法 23 条に規定する後発

的事由にあたらず、よって更正の請求は認められない。 

<争点２> 

株式評価額の多寡を理由とすれば更正の請求期限は相続税の法定申告期限から１年で

あるが、本件更正の請求は申告期限から 7 年近く経過してなされており、更正の請求期

限を徒過している。 

相続財産の価額はあくまで相続時の時価であり、その後の財産価額下落は考慮されない

（最判平成元年 6 月 6 日第三小法廷判決）。 

<争点３> 

原告の主張は争う。 

 

【判示の概要】 

<争点１について> 

寄与分制度は、これに関する民法 904 条の 2 の文言及びその規定の位置からして（903

条（特別受益））、それがあくまで遺産の一部であって被相続人が生前に有していた財産

であることを前提として定められていることが明らかであり、これを寄与者固有の財産

とみることはできない。すなわち、寄与分は、相続分の実質的修正要素という性格のも

のに他ならないから、結局は相続により取得した財産そのものであると解すべきである。 

相続税法 19 条の 2 の配偶者に対する税額軽減措置は、被相続人の遺産形成への配偶者
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の寄与のみならず、同一世代間の財産移転であり、生存配偶者の生活保障等を総合的に

考慮した上で認められているものであり、非配偶者による相続と同列にみるのは相当で

ない。離婚における財産分与についても同様である。 

<争点２について> 

相続税法 22 条は、相続により取得した財産の価額は当該財産の取得の時における時価

によると規定している。相続の場合、相続人は相続開始の時から被相続人に属した一切

の権利義務を承継するのであるから（民法 896 条）、当該財産取得の時は相続開始の時

をいうものと解す外はない。相続開始後の財産の増加又は減少を斟酌すべきとする規定

は全く見出せず、原告の主張は採用できない。 

原告は非嫡出子 B の出現により事実上相続財産の処分が不可能であったと主張するが、

認知確定前に共同相続人間で遺産分割が行われている場合には、被認知者は、民法上価

額弁済請求権を有するにすぎないと規定されている（民法 910 条）から、認定請求の訴

えがされたとしてもこれによって原告の相続財産処分権が制限されることはない。 

非上場株式、譲渡制限付株式であっても、通常の株式と比較して処分が困難であるとし

ても換価は可能であり（商法 204 条の 2、現行会社法 136 条及び 138 条 1 項等）、これ

に相応した取引価格がある以上、これらの株式を取得した者は同額の財産を取得したと

いうべきである。 

<争点３について> 

B の出現が原告の財産処分を制限するものでなく、本件株式の処分が不可能であったと

も認められないから、災害減免法 4 条を類推適用すべきという原告の主張にはその前提

を欠き採用できない。 

 

 

論点Ⅰ 寄与分の相続財産性 

１．寄与分の法的性格 

 寄与分については、税法に定めがないため民法の規定に従うことになる。寄与分の性格

については、共同相続人相互の関係で実質的衡平を図るための調整的要素とみる立場（調

整説）と、これを財産権に近いものとして考える立場（財産権説）があり 1

                                                   
1 有地亨「相続の効力」『新版 注釈民法（27）相続（2）』有斐閣、平成 8 年、254 頁。 

、立法者は必ず

しもその法的性格を明確にしなかったようである。 
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本件における判示では実質的修正要素という表現が用いられている通り、これは調整説に

立ったものといえる。一方、本件原告甲の主張は財産権説に立ったものであり、寄与分を

相続人固有の財産とみなし課税財産と切り離して考えるものである。 

立法関係者は調整説に立つことが多いとされる 2が、理由としては財産権説が採用され寄

与分を非課税にすると租税回避に使われる、との懸念があったようである 3

調整説に立ちながらも、家業を支えてきた内縁の配偶者が相続人でないため寄与分を主張

できないのが不当であるような場合にはこれを「債務」として遺留分算定の基礎財産から

控除するに足る金額を分配すべき、とする説

。本件において

原告甲が指摘しているとおり、課税当局には「相続人相互の自由な意思で寄与相続人と寄

与分を決めてしまえば、相続税負担がそれだけ軽くなってしまう」との懸念があり、課税

当局の意向が立法段階で強力に反映されたことは想像に難くない。 

4

一方、厳密な財産権説に立脚すれば、寄与分は相続財産ではなく相続人固有の財産となる

のであるから、相続税法上の課税財産から除外されることになる

もある。 

5。寄与分を寄与相続人が

相続財産上に有する客観的に確定しうる利益とみて、寄与者に帰属すべきものを寄与者に

帰属させるために、寄与者の具体的相続分を他の相続人のそれよりも大きくしようとする

ものであるとする「身分的財産権説」6

判例は財産権説に立っているものが多いとされるが、一方公表されている判例自体があま

りに少ないという指摘

との立場も主張されている。 

7もなされている。寄与分は相続人間の衡平を図るということのみな

らず特別受益や遺贈、遺留分、遺言といった他の相続に関する制度と関連することもあり、

寄与分の法的性格が曖昧なままであるがゆえに解釈で解決を図ろうとしても理論的整合性

を取ることが困難となってしまう 8

本件事例の判示内容は、寄与分の法的性格については調整説が民法 904 条の 2 の文言およ

びその規定の位置からして自明の理であるとしている。しかしながら、調整説が通説であ

るとしても、実際には上記のとおり民法 904 条の 2 の法的性格については立法段階から曖

ということが関係しているのかもしれない。 

                                                   
2 有地・前掲論文 255 頁。 
3三木義一「相続税の基本原理の法的再検討」『租税法研究』第 23 号、租税法学会、16 頁。 
4伊藤昌司『相続法』有斐閣、310-311 頁。 
5 三木義一教授は、寄与分は実質的に潜在的持分の顕現化にすぎないものであるから課税対

象から外すべきと主張する（三木・前掲論文、16 頁）。 
6辻朗「判例にあらわれた寄与分の法的性質と要件」判例ﾀｲﾑｽﾞ 663 号（1988 年）、7 頁。 
7 辻・前掲論文、7、11 頁。 
8 朱曄「中国相続法の現代的課題」『立命館法学』2003 年、1 号（287 号）、294 頁。 



7 

昧なままであり、解釈についても議論が分かれている。 

本件における課税価格の合計は 1,296,237 千円であるので、甲の主張の通りこの 25％は

324,059 千円となり、甲の取得した相続財産の価額 2,670,068 千円は甲の法定相続分 7 分の

1（1,296,237 千円×7 分の 1＝185,176 千円）より大きいものの、甲の寄与分相当額よりも

少ない。 

B の遺留分については、25％の寄与分については遺留分減殺請求の対象とならないものと

すると、1,296,237 千円×75％×（1/14[非嫡出子としての B の法定相続分]×1/2）＝34,720

千円と算出される。相続開始時点ではなく分割時における相続財産の価額をもとに遺留分

が算定されたためか、遺産分割後の求償権行使（民法 910 条）という形で B が支払いを受

けたのは 25,000 千円であるから、上記算出額よりも少ない。 

本件判示にあるとおり、B に対し 25,000 千円を支払ったのは原告甲の母である丙であり、

B への支払額の多寡は甲の負担に限って言えばそれほど影響の大きいものではなかった。法

定相続分を超える B の具体的相続分については、寄与分認定がなされた裁判上の和解以前

の遺産分割協議において既に合意されているものであることからすれば、甲に 25％の寄与

分が認められたことが結果として甲に特段有利に働いたとは考えられない。 

判示内容にもある通り相続開始後の財産価値の減少という他の論点とも関連するが、本件

判示は課税庁の主張を受け入れ調整説の立場を表明したにすぎず、相続人固有の権利とし

ての寄与分というもう一つの寄与分の側面に立脚した財産権説に対する理論的な手当ては

されていない。寄与分が相続財産として課税されるのであれば、計算上は上記の通り甲へ

の寄与分の認定により甲が特段の利益を得るとは考えられず、甲の特別の貢献としての寄

与が相続において反映される形とはなっていない。したがって寄与分制度の本来の目的で

ある相続人間の衡平が図られているのかも疑問である。寄与分に関する本件判示は理論的

根拠に乏しいように思われる。 

 

２．民法 768 条の類推適用 

 本件において原告甲は配偶者の税額軽減措置や離婚の財産分与制度において反映されて

いる寄与分の観念を論拠とし、寄与分は相続人の固有財産であり非課税とすべきと主張し

ている。背景には、生存内縁配偶者の潜在的夫婦共同財産（寄与分）の清算のため財産分

与に関する民法 768 条を類推適用し、内縁の妻への相続財産の二分の一を分与し残余につ
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き遺産分割した事例 9

 民法 904 条の 2 の文言上、寄与分は法定相続人にしか認められていないが、実際には法

定相続人でない者が被相続人の療養介護等に特別な貢献をしている事例があるため、768

条の類推適用の他にも物権法上の共有であるとか、不当利得返還請求権とするなどの方法

が考えられている

などを念頭に置いたものと考えられる。 

10。これらの方法により一定程度は救済可能としても、現行の遺産分割

実務において容認されることの困難性や、寄与分は相続上の衡平の観点から考慮されるべ

き要素であるのに民法上の権利として構成可能なものを寄与分に含めることへの疑問 11

 配偶者の税額軽減措置は判示内容の通り被相続人の遺産形成への寄与のみでなく生存配

偶者の生活保障等を総合的に配慮した上での制度であることは税務実務上も広く理解され

ているところであり、本件において民法 768 条の類推適用を主張しているのは被相続人の

配偶者ではなく子である甲であることを考えれば、甲の主張の根拠は薄弱であるようにも

思われる。 

も

提示されている。 

 しかしながら、理論上は甲のような寄与分は非課税とする主張が可能であるとしても寄

与分の法的位置づけが曖昧であるため課税当局に有利な解釈がなされる可能性が非常に高

く、甲が考えうるすべての理論構成の可能性を探ったことは理解できる。 

 

3．寄与分と遺留分 

 配偶者の税額軽減措置や離婚の財産分与の制度趣旨を根拠とした甲の主張には一見無理

があるかに思えるが、寄与分と遺留分との関係について考えていくと甲の主張の合理性が

ある程度明確になってくる。 

 立法当時、遺留分制度の趣旨を考慮して遺留分を侵害しないよう定められるべきだとの

議論があった 12が、現行規定には寄与分と遺留分との関係についての規定がなく 13

 遺留分制度は、過大な遺贈、贈与を遺留分減殺請求の対象とすることで遺留分権者の相

、問題

解決は解釈論に委ねられている。 

                                                   
9 広島高決昭和 38 年 6 月 19 日、大阪家審昭和 39 年 8 月 19 日、東京家審昭和 40 年 5 月

27 日（有地亨『新家族法の判決・審判案内』弘文堂、18 頁）。 
10中川忠晃「相続分の算定」『民法の争点』ｼﾞｭﾘｽﾄ増刊、350-351 頁。 
11中川・前掲論文、351 頁。 
12 石田敏明「相続分」『基本法ｺﾝﾒﾝﾀｰﾙ』[第五版]別冊法学ｾﾐﾅｰ、日本評論社、80 頁。 
13 民法 904 条の 2 の 2 項には「その他一切の事情」とあるから、遺留分もこの中に包含さ

れる。 
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続権を保障するものであり、遺留分は遺贈に優先する 14

ところが、遺留分と寄与分に関する規定が存在せず寄与分による遺留分侵害を制限する規

定も存在しないため、他の共同相続人の遺留分を侵害するような寄与分が定められたとし

てもそれは有効となる。つまり、寄与分は遺留分に優先することになる

、とされる。一方、民法 904 条の 2

三項の規定により寄与分は相続財産から遺贈を控除した額を超えることはできないとされ

ているため、遺贈は寄与分に優先するといえる。したがって、遺留分が寄与分に優先する

のは当然の理かに思われる。 

15

このように、寄与分と遺留分との法的関係が規定されておらず寄与分、遺留分、遺贈は三

すくみの関係となるため、一般に寄与分が遺留分に優先するとしても次のような事態が考

えられる。被相続人が寄与分を考慮して寄与者に予め遺贈を行った場合、遺留分は遺贈に

優先するからこの遺贈についての遺留分減殺請求は可能となる。抗弁として寄与分を主張

したとしても寄与分が分割協議や家庭裁判所での和解、審判、調停等により決定される権

利であることから法技術的に寄与分をもって遺留分減殺請求に対抗することが困難となり、

結果として寄与分を抗弁として遺留分減殺請求に対抗できない。 

。民法第 1044 条

において特別受益者の相続分を定める第 903 条を遺留分に準用しながら、寄与分を定める

第 904 条の 2 は準用されていないことからも、法は寄与分が遺留分を侵害する事態を許容

しているとも考えられる。 

 遺留分は、法定相続人すべてに一定割合以上の財産を確保させるため、受贈者から第三

者へ所有権が移転した財産にまで及ぶ強力な権利である。一方寄与分は遺産上の物権的権

利であれば相続によって承継される財産に含まれるはずはなく 16、民法 1044 条が 904 条の

2 を準用していないことからも分かるとおり遺留分算定において控除される債務でもない、

権利には達しないが衡平上考慮されるべき要素に過ぎない 17

しかしながら、寄与分をこのような弱い権利としてしまうと寄与者の利益が甚だしく侵害

される事態が予想される。寄与者の利益保護という同様の観点から寄与者は被相続人の財

、とされる。 

                                                   
14持戻し免除の遺贈・贈与への遺留分の制限については議論がある（伊藤・前掲書、302 頁）。 
15 立法者の見解であり、学説の多くもこれに同調する（梶村太市「寄与分と遺留分の関係」

『寄与分－その制度と課題－』太田武男・野田愛子・泉久雄編、一粒社、207 頁）。ただし、

他の共同相続人の遺留分を侵害するような過大な寄与分を認めた審判を取り消した判例も

ある（東京高決平成 3 年 12 月 24 日、判例ﾀｲﾑｽﾞ 794 号、215-217 頁）。 
16 現行規定以前の裁判例には、長男が家業を担うことになった後に新築された被相続人名

義の家屋に長男の持分の二分の一を認めたもの（大阪家審昭和 40 年 9 月 27 日、判例ﾀｲﾑｽﾞ

199 号、213-215 頁）等が存在する。 
17 伊藤・前掲書、309 頁。 
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産に潜在的な持ち分を有すると考え、夫婦の財産関係と同様に内在された持分は扶養と相

続の対価的意識として認知し相続時にこれを解消するため、寄与者の寄与分によって遺留

分が侵害される事例が現実には生じている 18。前項 2 で取り上げた民法 768 条を類推適用

した事例や、内縁の夫婦が共同で経営する家業の収益で購入した不動産について、内縁死

亡配偶者名義になっていたとしてもその不動産を夫婦間で夫の特有財産にする旨の特段の

合意のない以上、夫婦の共有財産として同人らへの帰属を認めた事例 19

 

など、法定相続人

でない寄与者に同様の理由で寄与分を認めたものもある。 

4．今後のあり方について 

 家事審判例を含めた判例をいくつかみていくと、遺留分侵害や相続人でない者に寄与分

を認めるといった他の法規定に抵触する可能性がありながら、被相続人への長年の療養介

護その他特筆すべき寄与が認められる事例においては、衡平の見地から寄与分が認められ

てきたように思われる。 

 本件事例においては、原告甲は 8 年間にわたり被相続人の実質的経営者として会社の維

持発展、資産増加に尽力してきたとのことであるが、特に争点になっていないことからも

分かるように経営者としての相当の対価は得ていたと考えられるし、非嫡出子 B への 2,500

万円の支払も、甲ではなく被相続人の妻であり甲の母である丙によりなされている。寄与

分は相続人固有の財産であり相続税は非課税であるという甲の主張は課税当局に大きな不

利益をもたらすおそれもあり、そのような判断が下された判例は見当たらない。しかしな

がら、事実認定として民法 768 条を類推適用する、あるいは実質上相続債務と同等に取り

扱うといった別の理論構成により、甲の寄与を事実上甲固有の財産権として取り扱うべき

とするほど、特筆すべき甲の寄与があったとは認められないということではないだろうか。 

 判示内容としては、寄与分は取得した財産そのものであり相続分の実質的修正要素にす

ぎないとするのみで、理論的根拠が不十分であることは前述のとおりである。 

 寄与分の法的性格が曖昧とされたのは、衡平の見地から寄与の内容に応じて柔軟な対応

により解決を図るねらいもあったのかもしれないが、相続人の強力な権利と考えられてい

る遺留分と寄与分の関係も曖昧なままであり、現状では法的安定性を欠くところもありそ

                                                   
18 歯科医の妻が病弱な夫を 37年間にわたり扶養看護したとして相続財産の 70-80％を認め

たケース（山形家審昭和 56 年 3 月 30 日）など、被相続人の療養看護等では積極的に寄与

分を認める事例が多いようである（有地・前掲論文、269-270 頁）。 
19 大阪高判昭和 57 年 11 月 30 日、判例ﾀｲﾑｽﾞ 489 号、65-66 頁。 
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の結果相続人間の衡平や寄与者の利益保護についても十分とはいえない。 

 理論構成としては、財産権的構成の方が整合性を図りやすいと考えられる。財産権ある

いは財産権に準じた扱いとなると裁判管轄が異なり裁判費用の負担の問題が生じること、

現行規定では相続人でない寄与者の寄与が認定されることはより困難となることなどの問

題 20

 フランス民法では寄与分は不当利得債権や賃金債権といった相続債権として遺留分算定

の基礎財産から遺産債務として控除され、ドイツ民法においては具体的相続分の算定にお

いて寄与分を特別受益の持戻しと逆の操作をするとともに遺留分算定の基礎財産から控除

することとしている

が考えられるため、立法論的な解決も必要になってくるであろう。 

21。スイス、オーストリアでは、寄与分は補償請求権あるいは補償債

権とされるようである 22。特にフランスの相続法は、我が国の相続法がモデルとしたもの

とされ、歴史的背景や沿革は相当に異なり扶養や相続の捉え方にも国民の家族意識や固有

の特徴が存在するとはいえ、我が国の現行相続法に最も近い基本構造と内容をもっている

という 23

 

。高齢化や少子化の問題も日本と同様抱えているとされる。寄与分に絡む扶養や

介護等の問題、相続を争続にせず相続人間等のよりよい関係を築くため、財産権的な立場

からの解釈論の発展に並んで参考とすべきではないだろうか。 

 

論点Ⅱ 相続開始後の相続財産価額下落が斟酌される可能性 

１．現行規定の問題点 

相続税法第 22 条は「相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産の価額は、当該取得の時に

おける時価によ（る）」（下線は筆者記入）と定めている。したがって現行の相続税法に

おける評価の時点は相続財産取得の時ということになるが、一方民法第 909 条では「遺産

の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。」としているため、相続税法

第 22条における相続財産取得時点は相続開始時となり、相続財産の評価時点も相続開始時

となる。 

本件事例における原告の主張のように非嫡出子相続人の出現により終局的な遺産分割が

                                                   
20 朱・前掲論文、297 頁。 
21 梶村・前掲論文 205 頁、有地・前掲論文、257 頁。 
22 有地・前掲論文、257-258 頁。 
23 原田純孝「扶養と相続－フランス法と比較してみた日本法の特質－」『扶養と相続』奥山

恭子・田中真砂子・義江明子編、比較家族史学会監修、169 頁。 
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長期にわたって不可能となり、裁判上の和解を経てはじめて相続財産の承継が可能となっ

たような場合であっても、相続税法第 22条における相続財産を取得した時点は相続開始時

までさかのぼり、相続開始時における評価額が相続財産の価額となる。 

上場株式の評価については、財産評価基本通達 169において、課税時期の最終価格または

課税時期の属する月以前 3 カ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうち最も低い価

額によって評価をすることとしている。評価の安全性確保等の観点から、課税時期におけ

る証券取引所の最終価格のみならずある程度の期間の最終価格の月平均額をも考慮して上

場株式の評価を行うものとしたと解することができる。 

財産評価基本通達 169 により、厳密には相続開始時点と評価時点が異なる場合があるが、

この通達による評価額が相続開始時点の評価額とされる。あらかじめ予測し得なかった経

済的要因等によって時価が急激に変動した場合など（例えば、1月 1日から課税時期までの

間で、20％を大きく超える地価の急激な下落があったなど）、財産評価基本通達が採用す

る評価基準、評価方法では適切に対応し得ない程の相続開始後の財産価値の急激な変動が

あった場合、財産評価基本通達 6 で定める「当該通達に従って評価することが著しく不適

当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」との規定の適用可能

性を指摘するものもある 24

上場株式が相続財産に占める割合が大きい場合、財産評価基本通達 169による相続開始時

点の評価が高くともその後短期間に株価が急落する事態は起こりうる。処分可能性等の点

で上場株式とは異なるが、本件のような取引相場のない同族株式の場合においても、相続

開始後の株価の大幅な変動は同様に起こり得る。 

が、適用要件は明らかでないこともあり本件においても争点にな

っていない。 

本件判示は「相続開始後の経済情勢等による財産の増加又は減少は、これを相続により取

得した財産価額の評価について斟酌すべきものとする手がかりとなる規定を見いだすこと

はできない」としている。現行の相続税法および民法規定下では相続開始後の相続財産価

額下落を斟酌する規定が存在しないため、本件原告甲のように憲法上の財産権の保障や租

税の公平負担の原則を根拠として争ってもその主張が認められることは困難である。相続

開始直後の会社倒産や貸付先破綻により株式や貸付金が無価値になったとしても、現行規

定では納税者は救済されない。相続税は財産課税であるため相続財産を処分して納税する

ことが多く、現行の取り扱いでは納税が困難になる事態が起こり得る。課税負担の公平性

                                                   
24 田中治「相続税制の再検討」『租税理論研究叢書 13』日本租税理論学会、50 頁。 
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や評価の安全性の観点から相続開始後の相続財産価額下落は斟酌されるべきであるとの指

摘は少なくない 25

 

。 

２．相続開始後の価額下落に関する最高裁判例－平成元年 6 月 6 月判決 

 本件事例における相続開始後の価額下落に関する判示内容は、平成元年 6 月 6 日最高裁

判決をほぼ踏襲したものとなっている。上場株式の価格下落について争われたことは本件

とは異なるが、相続開始後 5 年（本件事例では相続開始時から裁判上の和解まで約 7 年）

を経過した時点での価額下落が争われたものであることなど、判示内容の概略は本件と類

似している。判決の概要は以下のようなものである。 

【事例の概要】 

 上告人 A は、東京証券取引所および大阪証券取引所第一部に上場されていた W 社の関連

会社の創業者であった被相続人 B の相続人の一人である。B はオイルショックの直前に死

亡した。A が相続により取得した資産の約 91％は W 社の株式であり、相続税基本通達によ

るその評価額は約 25 億円であった。その後のオイルショック等による不況により、当該株

式は無価値となった。 

【判示の概要】 

 「一般に株式の価格は、その発行会社の経営状態の他、これと無関係の需給関係等から

日々変動するものである。そこで、相続財産である株式の価格をその取得時点すなわち相

続開始時点の取引価格に固定することは、その時点で一時的に騰貴した株式評価額とする

場合も生じ、納税者に過酷な結果となることもあり得るため相当とはいえない。そこで株

式の評価にあたっては相当の期間内における株価の変動を考慮するのが妥当である。 

 しかし、考慮期間として基本通達では相続開始後の価格変動を考慮しないこととしてい

る点は、申告期限までの株価を考慮することとなると相続開始後に株価の恣意的操作のお

それがあり、課税の衡平を欠く。したがって相続開始後における期間の株価変動が相続財

産としての株式評価にあたり考慮されないことが不合理とはいえない。 

 相続税法上、相続財産の評価はその取得時における時価によることとなっている以上、

株価のみ長期にまで遡ってその価格の変動を考慮して評価するのは相当でなく、三カ月間

                                                   
25 「資産課税における財産評価のあり方について」日本税理士会連合会税制審議会、平成

20 年 12 月 18 日、5 頁、首藤重幸「相続財産の評価(2)－上場株式の評価と相続開始後の財

産価値の下落」『別冊ｼﾞｭﾘｽﾄ』租税判例百選[第 4 版] 、159 頁、三木・前掲論文 16 頁。 
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の最終価格の月平均額と課税時期の最終株価のうち最も低い株価を採用することにより、

相続開始時に一時的に騰貴した株式を評価額とすることを避ける目的を満たす効果のある

ことは否定できない。 

 また、多量の税務事務の処理と課税の公平を期するという要請を参酌すると、過去に遡

る期間の考慮に関しても、株価について通達の基準における合理性を否定するのは相当で

はない。」 

 とし、相続開始後の相続財産の価格変動が考慮されないことが最高裁の判断として示さ

れた。 

 株価の恣意的操作のおそれ、すなわち、租税回避の可能性や課税の公平の観点について

は理解し得る判決である一方、相続開始直後の相続人に帰責性のない理由で相続財産の価

額が急落した場合においてもこれが全く考慮されないとすれば、そこに合理的理由を導く

のは困難である。 

 相続税を所得税の補完税と考える観点からは、相続開始直後の相続財産の減価により相

続人固有の財産により相続税を支払わなければならない事態が生ずることは容認しがたい

ものであるし、憲法 29 条の財産権侵害のおそれも払拭できない。 

 

３．救済手段としての物納制度 

 相続人が取得した相続財産が無価値となる一方で相続税負担は減額されず、結果として

相続人が相続以前から所有する固有の財産の持ち出しにより相続税支払いを強いられるよ

うな不合理な事態に対する救済策としてどのような措置が考えうるであろうか。 

 地価下落に関連した見解であるが、物納との関連において租税特別措置法第 69 条の 4 の

存在を正当化し得ると考えられるとした品川芳宣氏の次の見解がある。「相続税の物納は、

その収納価額を、原則として、課税価格計算の基礎となった当該財産の価額としている（相

続税法第 43 条 1 項）ので、金銭納付困難等所定の要件（相続税法第 41 条、42 条）を満た

せば、課税時期後納付期限までに相続財産の価値が減少した場合（又は今後減少が見込め

る場合）には、その財産を物納に当てることができるのである。・・・（略）したがって地

価下落時において（旧）措置法 69 条の 4 の規定が適用されたとしても、当該財産について

物納が認められれば、相続財産の価額を上回る相続税額の納付というような不合理なこと
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は生じないことになる。」26

 相続財産の価値が相続開始後納付期限までに下落した場合、遺産分割協議が整わない等

の状況を除き理論上は多くの場合において物納制度による救済が可能である。しかしなが

ら、このような不合理を解消する一般的な効果を物納に期待するには、物納適格財産が相

続財産に含まれている納税者には原則として物納を認める等の大幅な物納要件の緩和が必

要となるが、相続税法第 34 条 1 項の金銭納付の原則により立法的措置には困難が伴う。 

。 

 取引相場のない株式であっても、現行規定では譲渡制限のない株式であれば物納が可能

である27

株式譲渡承認請求書、株式譲渡承諾書などの書類を提出することにより、物納適格財産と 

。譲渡制限付株式であっても、譲渡制限の解除手続を行った場合には、議事録、 

なる28

 本件は譲渡制限付株式の事例であり、会社経営権とも関わる株式と考えられ、株式によ

る物納は考慮されていないと思われる。被相続人が創業経営者である同族会社の株式を相

続する場合、一定期間後に買い戻す等の救済措置があるとはいえ、たとえ譲渡制限のない

株式であっても同族会社の経営権と密接に関わる以上物納の対象とすることには抵抗があ

る場合が多いのではなかろうか。実際、2002 年の通達改正後も、取引相場のない株式によ

る物納許可の実績は少ないようである。 

。 

 上場株式の物納であれば、相続開始後著しい価値の下落があった場合には相続税法基本

通達 43-3-(8)が適用され収納価額の改定を要しないが、取引相場のない株式であれば同通

達の適用はなく、相続税法 43条 1項の適用により価値下落後の価格でしか物納できない可

能性がある。 

物納に伴う徴税や財産の管理、保全、処分に伴う多額のコスト等の問題もあり物納申請許

可の要件は大変厳しいものとなっているため、物納制度は一般的な救済策とはなりえてい

ない。取引相場のない株式の場合は上記の理由も加わり、救済手段となる可能性は薄い。 

 

４．代替評価期日（Alternate Valuation Day）選択制度 

 相続開始後の財産価値下落の斟酌に関する現行税制については、課税庁の側からも指摘

がなされている。上場株式評価に関する見解であるが、川口幸彦税務大学校研究部教授は、

                                                   
26 品川芳宣「措置法 69 条の 4 に基づく課税処分の合憲性」『重要租税判決の実務研究』（大

蔵財務協会、1999 年）409-410 頁。 
27相続税法施行令第 18 条二。 
28相続税法施行規則第 21 条 10 項。 
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租税回避行為の危険性を指摘しながらも、「相続の場合には、相続開始以後、株価が下落し

続けていても、遺産分割協議が整わないとの理由により、すぐに売却できない場合等があ

ることを考慮すれば、例えば、課税時期以後も株価が下落しているなど一定の場合には、[一

定期間経過後（例えば、3 カ月後）の最終価格を採用することができる]などの特例規定を

設けて対処すべきではないだろうか」29

 上記課税庁サイドの見解に類似した立法的対応として、米国連邦遺産税における代替評

価期日（Alternate Valuation Day）選択制度を指摘するものがある

として、一定の場合には相続開始後の財産価値下落

の斟酌がなされるべきとの見解を示している。 

30

 米国遺産税における遺産の評価は、日本と同様被相続人の死亡時に時価評価することが

原則（内国歳入法第 2031条（a）；IRC Code 2031（a））であるが、執行人

。同制度は 1929年の

世界大恐慌後のアメリカで納税者救済のために採用されたものであり、リーマンショック

後土地や株式の下落傾向の続く我が国において検討されるべきものの一つである。 

31が代替評価期日

を選択した場合、以下のように評価する 32

① 分配、譲渡、交換等の処分の場合は、相続開始後 6カ月以内であれば、分配等のときに

おける時価による 

。 

② ①以外の場合は、相続開始後 6カ月後のときにおける時価により評価する 

③ 時の経過の影響を受ける権利または財産は、相続開始のときにその評価を調整する 

 なお、代替評価期日を選択した場合はすべての相続財産に対してこの評価法が適用され

なければならない（内国歳入法第 2032条（a）；IRC Code 2032（a））。 

  

 米国遺産税において代替評価期日が選択される場合、米国遺産税申告書 Form 706の 2頁

目（添付資料 3-2）の該当欄にチェックする。代替評価期日を選択しない場合と比較し、多

くの添付資料の提出が求められたり、追加コストが発生したりするということは特にない。 

以上のような評価期日選択制度がわが国においても採用されれば、相続開始後の相続財産

価値の著しい下落により相続税債務が相続人固有の財産にまで及ぶ不合理を多くの場合解

                                                   
29 川口幸彦「租税回避への対応を含む財産評価のあり方」4 頁。

http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/61/03/hajimeni.htm 
30 石島弘『課税標準の研究』信山社、2003 年、350-354 頁。 
31 米国遺産税等申告書の作成及び納税は、相続人ではなく、遺言執行人（Executor）によ

り行われる（坂田純一・杉田宗久・矢内和好『国際相続の税務』税務研究会出版局、37 頁。 
32 坂田純一・杉田宗久・矢内和好・前掲書、46 頁。 
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消できることになる。前項で考察した物納制度の申請件数が減少することも予想され、物

納に伴う煩雑な徴税実務、収納財産の管理、保全にかかるコストの削減も期待できる。 

 

 

論点Ⅲ 災害被害者に対する租税６の減免措置に関する規定の類推適用の可否 

 災害減免法の類推適用に関する本件判示も、相続開始後の価額下落が考慮されないこと

を前提とした平成元年 6 月 6 日最高裁判決と同様である。 

【災害減免法類推適用に関する平成元年 6 月 6 日最高裁判例の概要】 

「W 社株式がいわゆるオイルショックにより倒産し、W 社および W 社の関連会社の株式

がほとんど無価値となったことは認められる。しかしながら、オイルショック等の社会経

済事情の急変による相続財産の価額下落は、災害減免法 4 条の適用ないし類推適用がなさ

れる「災害」にはあたらない。一般に、会社更生法の適用を受けた会社であっても、将来

会社が再建された後株価が高騰することもあり得る。W 社が会社更生法適用の申請をする

までの間 5 年近くもあり、相続開始後５年近くも後に生じた会社更生法適用の申請による

株価暴落を理由に相続税の減免をするというようなことは災害減免法の予定しているとこ

ろではない。同法の精神や条理に従って相続税の減免をすべきものでもないと解すべきで

ある。」 

 

相続後の相続財産価額下落斟酌について、現行租税法体系下で規定されているのは災害減

免法のみであるが、判例において相続開始後の相続財産の価額下落が災害減免法の適用対

象となる「災害」にあたらないとされており、救済手段となりえない。 

災害減免法を改正し一定の要件を満たす場合には類推適用を認めるといった立法的措置

もあり得るかもしれないが、上記の通り本来は現行相続税法の問題であり、相続税法上の

解釈論あるいは立法的措置による解決がなされるべきであろう。 

 

 

☆今後の展望 

本件原告甲は、第一に自身に認められた寄与分が甲固有の財産であり相続税課税財産でな

いと主張し、さらに相続開始後の取引相場のない同族株式の価格下落を斟酌すべきと主張

したが、いずれも現行税制下では甲の主張が認められることは困難であり、結果として救
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済されなかった。 

本稿で考察した通り、現行の寄与分制度や相続開始後の相続財産価値下落斟酌についての

取扱いには法理論構成上の問題や課税の衡平、財産権の侵害の可能性といった様々な問題

点が指摘されており、判例も本件のように疑問の残るものが多い。本稿で取り上げた立法

的措置による解決が図られるべき時期に来ているのではないだろうか。 
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関連条文等 

 

【民法 904 条の 2】 

（寄与分） 

第 904 条の２ 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、

被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄

与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相

続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第 900条から第

902 条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とす

る。 

《改正》平 16法 147 

２ 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、

同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額そ

の他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。 

３ 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除

した残額を超えることができない。 

《改正》平 16法 147 

４ 第２項の請求は、第 907条第２項の規定による請求があった場合又は第 910条に規定

する場合にすることができる。 

 

 

【相続税基本通達 9-8】 

（婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合）  

9－8 婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産（民法第 768条

((財産分与))、第 771条((協議上の離婚の規定の準用))及び第 749条((離婚の規定の準

用))参照）については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。

ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一

切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分

又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における

http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#900�
http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#902�
http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#902�
http://www.houko.com/00/01/H16/147.HTM#top�
http://www.houko.com/00/01/H16/147.HTM#top�
http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#907�
http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#910�
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当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となるのであるから

留意する。（昭 57直資 2－177、平 17課資 2－4改正） 

 

【民法第 768条】 

（財産分与） 

第 768 条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することが

できる。 

《改正》平 16 法 147 

２ 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議を

することができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求する

ことができる。ただし、離婚の時から２年を経過したときは、この限りでない。 
《改正》平 16 法 147 

３ 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他

一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 

 

【災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律 第 4 条】 

第４条 相続税又は贈与税の納税義務者で災害に因り相続若しくは遺贈（贈与者の死亡に

因り効力を生ずる贈与を含む。以下第６条第１項において同じ。）又は贈与（贈与者の死亡

に因り効力を生ずる贈与を除く。以下第６条第２項において同じ。）に因り取得した財産に

ついて相続税法第 27 条から第 29 条までの規定による申告書の提出期限後に甚大な被害を

受けたものに対しては、政令の定めるところにより、被害があつた日以後において納付す

べき相続税又は贈与税（延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を

除く。）のうち、被害を受けた部分に対する税額を免除する。 

 

【相続税法第 22 条】 

（評価の原則） 

第 22 条 この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した

財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき

債務の金額は、その時の現況による。 

http://www.houko.com/00/01/H16/147.HTM#top�
http://www.houko.com/00/01/H16/147.HTM#top�
http://www.houko.com/00/01/S22/175.HTM#006�
http://www.houko.com/00/01/S22/175.HTM#006�
http://www.houko.com/00/01/S25/073.HTM#027�
http://www.houko.com/00/01/S40/034.HTM#029�
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【民法第 896条】 

（相続の一般的効力） 

第 896 条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継

する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 

 

【相続税法第 43条】 

（物納財産の収納価額等） 

第 43 条 物納財産の収納価額は、課税価格計算の基礎となつた当該財産の価額による。た

だし、税務署長は、収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納の

時の現況により当該財産の収納価額を定めることができる。 

 

【相続税法基本通達】43-3 

（「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化を生じたとき」の意義）  

43－3 法第 43条第 1項ただし書に規定する「収納の時までに当該財産の状況に著しい

変化を生じたとき」とは、例えば、次に掲げるような場合をいうものとする。（昭 57

直資 2－177、平 7課資 2－119・徴管 5－5改正） 

（8） 震災、風水害、落雷、火災その他天災により法人の財産が甚大な被害を受けた

ことその他の事由により当該法人の株式又は出資証券の価額が評価額より著しく低下

したような場合 

（注） 証券取引所に上場されている株式の価額が証券市場の推移による経済界の一般

的事由に基づき低落したような場合には、この「その他の事由」に該当しないものとし

て取り扱うことに留意する。 
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添付資料2

例1　代替評価法を選択しない場合；相続開始日2009年1月1日

物件 相続財産の詳細 代替評価日 代替評価額 相続開始時点
No. における時価

1 賃貸用不動産 $550,000
（居住用土地家屋、相続開始後6カ月以内に処分されていない）
1921 William Street, Washington, DC

物件1に関する相続開始時点における未収（滞納）賃貸料 8,100
（支払期日2008年11月1日、相続開始日に回収）

物件1に関する未収賃料（支払期日2009年2月1日） 5,400

2 賃貸用不動産（評価額は鑑定評価による） 375,000
Jefferson Street, Alexandria, VA

物件2に関する未収（滞納）賃貸料 1,800

例2　代替評価法を選択する場合；相続開始日2009年1月1日

物件 相続財産の詳細 代替評価日 代替評価額 相続開始時点
No. における時価

1 賃貸用不動産 2009年7月1日 $535,000 $550,000
（居住用土地家屋、相続開始後6カ月以内に処分されていない）
1921 William Street, Washington, DC

物件1に関する相続開始時点における未収（滞納）賃貸料 2009年2月1日 8,100 8,100
（支払期日2008年11月1日、2009年2月1日に回収）

物件1に関する未収賃料 2009年2月1日 5,400 5,400
（支払期日2009年2月1日、同日に回収）

2 賃貸用不動産 2009年5月1日 369,000 375,000
（評価額は鑑定評価による、2009年5月1日農地と交換）
Jefferson Street, Alexandria, VA

物件2に関する未収（滞納）賃貸料 2009年2月1日 1,800 1,800
（支払期日2008年12月、2009年2月1日に回収）

計 $919,300 $940,300

（Form 706, Page 3 Schedule A Examples）
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